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１ 業務名 

   「かがわーくフェア（合同就職面談会・企業交流会）」会場設営等業務 

 

２ 開催内容 

日 程：2026年６月６日（土） 

【午前の部】10：00～12：00（企業受付 ９：15～ 求職者受付 ９：45～） 

【午後の部】14：00～16：00（企業受付 13：15～ 求職者受付 13：45～） 

場 所：高松商工会議所会館 ２階 大ホール、201会議室（高松市番町二丁目２番２号）  

対象者：面談会 2027年３月大学等卒業予定者（卒業後概ね３年以内）及び中途採用希望者 

  交流会 2027年４月以降大学等卒業予定者 

企業数：100社（午前 50社、午後 50社の入替制） 

県内に就業場所があり、正社員を募集する事業所  

 

３ 業務期間 

業務期間は、契約締結日から 2026 年６月 30 日までの間とし、受託者は、契約締結後速

やかに業務の作業日程、内容及び責任者等を記載した業務実施計画書を提出し、委託者に

承認を受けるものとする。なお、業務の責任者については、業務の遂行に十分な知識及び

経験を有する者を選任すること。  

 

４ 提案上限額 

    本業務の提案上限額は 550,000円（消費税及び地方消費税額を含む。）とする。 

 

５ 業務実施体制 

本業務の実施にあたっては、事業全体を統括する業務責任者を一人置くほか、当日はも

とより、当日まで円滑に進めていくことができる体制を構築するとともに、実施体制図を

企画提案書に記載しなければならない。 

 

６ 業務責任者 

受託者は業務責任者を契約締結の日から終了するまで原則同一人物を置き、業務終了ま

で責任をもって秩序正しい業務を行わなければならない。 

 

７ 業務内容 

（１）作成・印刷及び看板等の作製 

①会場レイアウト図の作成 

会場の回遊性及び、大ホールと 201会議室の従来の構造を考慮し、 

午前 50社、午後 50社の企業ブースを設置すること。 

②会場案内図（Ａ４片面４色刷り、午前午後各 150枚）の作成・印刷 

③企業受付、求職者受付、総合受付、資料展示台における立て看板の作製 

   ④各種看板等の作製（下欄参照） 

項 目 数 量 規 格 

会場入口案内看板 

（午前・午後企業入替用 張替パネル含む） 
１枚 0.9m×1.8m 
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会場付近案内看板 １枚 0.45m×0.45m 

企業名看板（午前午後 50社×2） 100枚 0.9m×0.2m 

背面パネル 37枚 0.9m×2.1m 

設営・撤去 １回  

管理人件費 １日  

看板データ等図面製作費 １式  

報告書作成費 １式  

会場図面（A４ ２種 ４色）制作込み 250枚  

   ※作成物及び看板等のデザイン等については、当所と協議の上決定し当日までに作製する 

こと。 

 

（２）会場設営・清掃・撤収 

1.設営・清掃・撤去は、前日 13時から当日 17時までの間に行うこと。 

但し、午前の部は 9：00までに、午後の部は 13：00までに会場設営が完了すること並び 

に面談会終了後は、現状に復元すること。 

 

2.机・椅子・パネル等什器については会場施設の貸出備品を使用し、不足する場合は受託

者において手配すること。使用予定の備品は、その細目を事前に委託者宛に掲示し、会場

レイアウト図や搬出入スケジュールを記した当日運営マニュアルを作成すること。 

なお、備品は、受託者所有のものの使用や手配先について委託者と協議することが出来る

ものとする。 

 

3.会場中央入口に企業受付（机１、椅子２程度×２箇所）、求職者受付（①新卒・既卒者、

②中途採用希望者・机３、椅子６程度）、記載台（机３程度×２箇所）を、総合受付（机２、

椅子４程度）を、資料コーナー（机３程度）を設置すること。 

4.企業ブースは、50 社分設営し、各企業ブースに机１、椅子４脚（企業用２脚、求職者用

２脚）、企業名看板、背面パネル（幅 1ｍ程度）を設置すること。 

なお、企業ブースの並び順等については、当所が別途指示する。 

5.求職者待機スペースとして、会場内周囲に求職者の待機用椅子を設置すること。 

 

（３）会場運営 

当日は統括責任者及び補助人員を配置し、不測の事態が生じた場合、速やかに対応する

こと。 

 

（４）その他、設営・運営にかかる付随業務 

 

（５）完了報告書の提出 

フェア終了後２週間以内に完了報告書を提出すること。 

完了報告書には、当日中の記録写真（権利は委託者が有する）を添付し、その後の進行過

程においても、十分に当所と連絡調整を行うこと。 

仕様等：Ａ４サイズ、フルカラー、ほか任意 
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８ 費用負担 

本業務の実施に伴い必要となる、見積書、提出物の制作にかかる経費は、全て受託者の負

担とする。 

 

９ 業務補償 

受託者は、本業務の遂行に当たり、十分な注意を払わなければならない。明らかな瑕疵に

より委託者に損害を与えた場合はその損害額を補償しなければならない。 

 

10 業務委任 

本業務の全部を一括して、第三者に委任し、または請け負わせることはできない。 

 

11 成果品検査 

受託者は、フェア当日までに成果品検査を受けなければならない。成果品検査において訂

正指示されたときは、事前に設けている期限内であれば直ちに訂正しなければならない。期

限を過ぎていても、明らかに受託者の責に伴うミスが発見されたときは、受託者は直ちに委

託者の指示に従わなければならない。 

 

12 業務完了 

本業務は、全てにおいて委託者の了承を確認しながら進め、委託者の検収合格をもって完

了とする。 

 


